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随意契約理由書

１．業 務 名 令和５年度 有明海沿岸道路影響施設算定等業務

２．随意契約の相手方 東芝エネルギーシステムズ株式会社

神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４

３．随意契約適用法令 会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号

４．当該業務の目的・内容及び随意契約に付する理由

（１）当該業務の目的及び内容

当該業務は、有明海沿岸道路工事に伴い移転の必要が生じた熊本荒尾ソーラー

パーク株式会社（以下「事業者」という。）が所有する太陽光発電設備（メガソ

ーラー）等について、本施設の移転における技術的検討並びに移転費用の算定を

行い、報告書として取り纏めを行うものである。

（２）随意契約に付する理由

事業者は、太陽光発電事業を実施するにあたり、太陽光発電設備（メガソーラ

ー）等の設計、土木工事、電気工事及び保守・運用業務これらすべてについて、

（株）東芝（以下「委託者」という。）と委託契約を締結している。

今回支障となる施設の移転における技術的検討並びに移転費用の算定にあたっ

ては、現況施設の設備、詳細な電気及び配線系統の状況及び把握が必要となるが、

当該施設の設計は委託者が行っており、事業者との委託契約上でも機密保持の条

項が設けられ、現況施設の状況等については委託者のみが知り得ていることから、

他社による移転の技術的検討及び算定は不可能である。

なお、東芝エネルギーシステムズ（株）は、委託者の社内カンパニーの会社分

割による分社化により発足した委託者の完全子会社であり、委託者が分社化以前

に行っていた太陽光発電等のエネルギー事業関連の製品・システム・サービスの

開発・製造・販売についてすべて継承されている。

よって、東芝エネルギーシステムズ（株）が本業務を行う唯一の相手方と判断

し、会計法第２９条の３第４項及び予決令第１０２条の４第３号に基づき、随意

契約を行うものである。

（随意契約理由書作成者）

有明海沿岸国道事務所 用地課長
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